
市内にある の

解体費用に最大４５万円の補助がでます。

○申請者の資格
・老朽危険家屋の所有者、もししくは所有者の相続関係者等
・暴力団の構成員ではないこと
・本市の市税を滞納してないこと

○対象の建築物
・周辺住環境を悪化させ放置されている木造もしくは軽量鉄骨の住宅
・老朽度の判定基準による各評点の合計が100点以上のもの
・所有権以外の権利が設定されていない建築物
・地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物

・公共事業に伴う移転、建替その他の補償の対象となっていない建築物
・原則、同一敷地内において１回限り

【お問い合わせ】
柳川市都市計画課建築係
TEL：０９４４－７７－８５４４

○補助金の額
解体費用の２分の1（最大45万円）
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柳川市老朽危険家屋等除却促進事業の流れ
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口座へ振込み
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郵送
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年度末の約３週間前まで
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○事前相談
・建築物調査申込書

○事前相談受付
・内容審査
・現地調査（写真撮影）

○事前相談判定
・結果報告書送付

○結果報告受理
・結果（補助可）

○施行業者選定 ○見積書提示

○補助金交付申請
・申請書
・見積書写
・確認書
・市税の滞納がない事の証明書
※位置図
※現況全景写真

○交付申請受付
・書類審査（関係各課・警察
へ必要事項照会等）
・補助金算定
・交付可否判定

○交付決定通知書
・通知書送付○決定通知書受理

○除却工事着手

○除却工事完了

○事業完了報告書提出
・報告書

・請負契約書の写し

・請負業者の請求書又は領

収書の写し

・工事写真（着工前・竣工後）

・産業廃棄物マニフェスト
（Ｅ票）

・振込先金融機関がわかるもの

○事業完了報告書受付
・書類審査
・現地調査

○補助金交付額確定通知○補助金交付額確定通知

○請求書提出
○請求書受付
・書類審査

○補助金の支出○補助金受領

○契約締結
交付決定通知日以降

に契約・工事を行って

下さい！

※ 工事請負契約する前に交付申請を行い、交付決定を受けて下さい。

交付決定前に契約・着工した場合、補助金が出ません。


